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第二十回 原子力市民委員会  

議事次第 

 

日時：2018 年 8 月 9 日（木）14:00～17:00 
場所：東京堂ホール 

 
 
第一部 原子力の安全における自治体の役割と課題     14:05～15:40 

（１）挨拶・趣旨説明：大島堅一（原子力市民委員会座長、龍谷大学政策学部教授） 
（２）東海第二原発周辺自治体における安全協定見直しの意義と課題 
  ・現地からの報告：小川仙月さん（脱原発ネットワーク茨城共同代表） 

   ・コメント：上岡直見さん（環境経済研究所代表） 
   ・意見交換 

 
第二部  意見書・声明等の紹介とディスカッション   15:50～16:45   

（１）東海第二原発の適合性審査・運転延長問題について 
 （２）トリチウム汚染水問題の声明について 
 （３）各地での意見交換会・学習会について 
 （４）その他 
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第20回原子力市民委員会 2018年8月9日

Ԃ原子力の安全における自治体の役割と課題Ԃ
環境経済研究所上岡直見 sustran-japan@nifty.ne.jp

資料電子データ Download Free (8月16日迄)
http://sustran-japan.eco.coocan.jp/datafile/ccnej.pdf

※｢30km｣がキーワードとなっているが影響は30kmで
収まるわけではない。(30kmは原子力災害対策指針で
先決的に決めて結果を逆算しただけ) 

※影響は気象条件と共にソースターム(何が/いつ/どれ
だけ出てくるか)に大きく依存。高経年の沸騰水型に対
応したソースタームの前提は?。

※そもそも物理的に移動できるのか。複合災害(道路支
障)、ガソリン、移動困難者対応。

※東海地区は核燃サイクルなど無防備な高リスク施設

が隣接。東海第二緊急事態に伴いこれらも連鎖的に対

処不能となり被害拡大の可能性が高い。

※｢避難｣とは、物理的に30km圏外に脱出すれば済む
わけではない。行った先でどうなるのか、地域の社

会･経済はどうなるのか。

※｢できるだけ住民を動かさない対策指針｣への変質。

(補償費用を予め局限する目的か)
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試算の前提の変遷

2012年10月試算[1] 2014年5月試算[2]
対象炉
インベントリ

①福島事故で放出された量
を仮定
②福島事故で放出された量
を基準に各サイトの出力の
比を乗じる

800MWe/2,652MWt PWR
格納容器への放出割合:
米国NRC/NUREG-1465に準
拠
102%/40,000時間

放出シーケンス
ソースターム

停止から放出開始まで 23hr
(放出開始時間 3.12 14時 停
止時間はSBO 3.11 15時とし
た場合)
放出継続時間 10hr
放出高さ 0m

停止から放出開始まで12hr
放出継続時間 5hr
放出高さ 50m

環境放出量 IAEA 2011-6報告書に採用し
た値
Csで3.87E16Bq(38,700TBq)
Iで1.81E18Bq
Xeは97%(ほぼ全量)

希ガス インベントリ全量
Cs-137で100TBq
(これは福島事故の推定放出
量の100分の1であり、新規
制基準の安全目標としたか
らそれ以下で想定するという
机上の基準)
その他の核種の放出量は
NRC/NUREG-1465の格納容
器放出比率で按分

環境放出割合 環境放出量 / 炉内インベン
トリ
Cs-137で2.1%

同左
Cs-137で0.3%
希ガスは全量

被曝限度・ヨウ
素剤服用限度

同右 IAEAによる避難基準
100mSv/7日
ヨウ素剤服用基準 50mSv/7

[1] http://www.nsr.go.jp/data/000047210.pdf
[2] https://www.nsr.go.jp/data/000047953.pdf
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SAに至る事故シーケンス

環境放出開始

ソースタームプロファイルソースタームプロファイル
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ガソリン所要量検討

地区 避難先 避難者数
推定個人
乗用車台

東海村広域避難計画 想定ルー
ト

道路距離
(km)

渋滞時ガ
ソリン推定
所要総量

地区 避難先 避難者数 乗用車台
数

ト (km)
ソリン推定
所要総量
(kL)

石神 守谷市 5,118 3,042
国道6号→常磐自動車道 (東海
スマートIC)

90 82

村松 取手市 2,016 1,198
国道245号線→東水戸道路 (常
陸那珂港IC)→常磐自動車道

102 37

白方
つくばみら
い市

9,758 5,799
常陸那珂港山方線→常磐自動
車道 (東海スマートIC)

85 148白方
い市

9,758 5,799
車道 (東海スマートIC)

85 148

真崎 取手市 4,899 2,911
常陸那珂港山方線→常磐自動
車道 (東海スマートIC)

98 86

中丸 取手市 7,729 4,593
国道245号線→東水戸道路 (常
陸那珂港IC)→常磐自動車道

103 142

舟石川･船
場

取手市 8,889 5,283
常陸那珂港山方線→常磐自動
車道 (東海スマートIC)

98 155

合計 38,409 22,827 650合計 38,409 22,827 650

村内給油所 12 箇所
通常備蓄量 240 kL
(ただし停電時は稼働できない可能性)

※通常の乗用車はタンク容量 40L前後, ただし常に満タンではないので平均して半分(20L)保有とすると
途中給油なしでは避難先まで到達困難の場合がある
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結果総括表

かりに30km圏避難(非現実的ではあるが)となった場合、住民が不在となるだけでなく
地域の経済社会活動が停止することによる波及影響が発生する。

単位
民間消費支
出消失の分

事業者生産
停止の分

直接効果 100万円 132,960 -7,977,558 -1,051,633 -6,925,925
第1次間接効果 ↓ 46,089 -3,664,812 -301,399 -3,363,412
第2次間接効果 ↓ 9,202 -181,479 -181,479 0
効果合計 ↓ 188,251 -11,823,848 -1,534,511 -10,289,337
うち粗付加価値額 ↓ 65,470 -5,617,130 -904,828 -4,712,302
うち雇用者所得 ↓ 20,076 -2,608,918 -395,928 -2,212,991
県民税(個人･法人) ↓ 489 -60,697 -9,197 -51,500
事業税(個人･法人) ↓ 253 -24,037 -3,604 -20,432

核燃料等取扱税 ↓ 1,157 0

合計便益 ↓ 463,945 -31,958,478

雇用者誘発数 人 3,710 -671,740 -105,595 -566,145

県内総生産(GDP) 11,262,480 100万円
粗付加価値消失 -5,617,130 ↓ -49.9 %

首都圏や日本全体への影響

【例】県外に部品等を供給している事業所の操業停止に伴い全国的に影響。

30km圏避難の場合

合計
東海第2存在
の場合

【例】県外に部品等を供給している事業所の操業停止に伴い全国的に影響。
→産業連関分析では品目別のデータはないので詳細な分析はできない。
定性的な推定として県内生産額のうち移出額が多い部門(上位10) 

100万円
食料品 970,700
鋼材 435,951
プラスチック製品 429,776
飲料 364,584
石油製品 357,992
生産用機械 352,764
非鉄金属加工製品 325,707
はん用機械 279,159
業務用機械 277,675
合成樹脂 276,393

【例】30km圏の住民避難による消費消失で県外産品の生産が消失。
→データの制約から厳密な分析はできないが目安としては下記。

生産消失額
100万円

北海道 -24,886
東北 -45,240
関東 -2,647,911
中部 -65,428
近畿 -66,462
中国 -28,822
四国 -13,050
九州 -26,390
沖縄 -1,717
計 -2,919,906

参考 県内生産消失額参考 県内生産消失額
県内 -1,534,511
※分析の構造が違うので直接比較はできないが参考。

※このような事態になった場合、原電は賠償に応じなければならない。
原発稼働による利益をはるかに上回る。震災前でも経常利益は5,000百万円程度。1-22 

  



1 

玄海原子力発電所３、４号機の再稼働についての御意見 

氏名 上岡 直見（技術士（化学部門）法政大学非常勤講師） 

【御意見のポイント】 

 原子力災害対策特別措置法（原災法）では、原子力災害から国民の生命、身

体及び財産を保護することを目的として、地方公共団体は原子力災害の予防・

緊急・事後の三側面の対策を講ずる責務が定められている。原子力災害におけ

る避難とは、単に一定距離圏外に離脱すれば足りるのではなく、いかに住民の

被ばくを防止し、かつ避難後の安全を支援するかが重点である。すなわち地方

公共団体の責務とは、被ばくを防止するために予防・緊急・事後の対策を講ず

ることである。この観点から佐賀県の一連の原子力防災施策を検討すると、い

ずれの項目においても施策の熟度は十分でなく、本来求められる責務に対して

実効性を欠く。また原子力災害の特性からして試行しながら改善してゆけば足

りるとの方針では有事の際に期待できない。現状では佐賀県は原災法で求めら

れる責務を果たすことが期待できないから、再稼働の容認は疑問である。 

 

【理由】 

［原子力災害対策指針（以下「指針」）］ 

○指針は「緊急時には一般人の年間許容限度をはるかに超える被ばくはやむを

えない」との前提に基づき概ね３０ｋｍとされるＵＰＺの目安等を示してい

る。指針の内容自体は地方公共団体で定めたものではないにしても、各種施

策において指針を前提にしただけでは住民の被ばくを避ける責務を果たすこ

とができない。地方公共団体においては当該の原子力発電所の特性や地域の

特性を踏まえて住民の生命・財産の保護に自主的な検討を尽くすべきという

観点からすると未だ施策の熟度は十分でない。 

 

［避難時間シミュレーション］ 

○初期的な検討の目安にはなるが次の諸点により信頼性が乏しい。 

（１）交通上の移動時間を検討したに過ぎず事故の各種進展シナリオに対応し

た被ばくとは関連づけられていない。 

（２）客観性がなく選定モデルや担当者により異なった結果になるが国・電力

事業者・電力事業者いずれも妥当性について評価していない。 

（３）試算結果と実績の比較・検証がなされていない、もしくは不可能（全町

退避等の実動訓練は困難）である。 

（４）変動要因が多く、組み合わせとして多数のケーススタディを実施しても

活用困難であり、指針とも関連性を有さない。モニタリングにより避難指

示を発出する際には何の示唆も得られない。 
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（５）モデル上の基本的な制約の一つとして、交差点・分岐点での経路選択に

ついて各運転者が完全な情報を有している前提であり現実的でない。 

（６）自家用車を利用できない住民の移動時間は試算に反映されていない。 

（７）各々のシミュレーションはあくまで車両の移動時間であり、避難準備時

間や集合場所に参集する等の時間は大雑把な想定が設けられているだけで

ある。退域検査の時間も加算されていない。 

 

以上より「いずれが相対的に時間短縮になるか」ていどの参考にはなるが数

値として信頼性はない。 

 

［集団移動］ 

○自家用車を利用できない住民のバス等による移動について、概略の所要車両

数等の試算はあるものの、現実にそれらが手配できるか、放射性物質の到来

下で乗務員を手配できるか等について見通しがない。 

 

［ＭＯＸ燃料対応］ 

○３号機においてはＭＯＸ燃料が使用されるが、過酷事故に際して事故の進展

シナリオがＭＯＸを使用しない炉とは異なる可能性があるところ、防災計画

にその反映がみられない。 

 

［要支援者の対策］ 

○各施設において計画を立案することになっているが、辛うじて物理的な移動

について初期的な見通しがついた段階である。ことに避難先で設備等に個別

の対応が必要な要支援者への対応は不明である。一方で移動リスクを考慮し

残留を選択する要支援者の介助には職員等も残留する必要があるが、その支

援対策についても不明である。また施設入所者は把握しやすいとしても在宅

者の把握、その介助者について、状況の把握や退避確認の対策について検討

が不十分である。 

 

［避難訓練］ 

○全住民・全事業所の参加は現実に困難であるし事前の想定に基づいて行うこ

とに起因する制約はある程度はやむをえない。しかし参加者からの報告によ

れば、既に放射性物質が到来している想定下で防護措置がとられていない、

避難車両等が訓練前に所定の場所に待機しているなど、可能な限り現実を模

擬した内容ではなく、実効性は確認できない。なお訓練は計画の不備を実動

で抽出する意義もあるから必要ではあるが、さらに参加者・観察者の指摘を

取り入れ改善をめざすべきである。 
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［ヨウ素剤の配布］ 

○もとよりヨウ素剤は放射性ヨウ素以外には無効であり実施したとしても効果

は限定的であるが、ＰＡＺ以外での配布・服用は退域検査に付随して行うと

の想定では信頼性が乏しい。 

 

 



 

2018 年 8 月  日 

声明：東海第二原発の安全性は確認されておらず、 
   再稼働・運転延長に電力供給上の必要性は無い。 
   東海第二原発は直ちに廃止すべきである。＜骨子案＞ 

        
               原子力市民委員会 

 
 原子力規制委員会は、日本原電による東海第二原発の設置変更許可申請について、これを容認す

る内容の審査書（案）を 7 月 4 日に公表し、8 月 3 日までの期間でパブリックコメントの募集を行

った。東海第二原発は、1978 年 11 月の運転開始から、今年 11 月に 40 年を向かえる老朽原発であ

り、原子力規制委員会では、さらに 20 年間の運転延長に関わる審査も行われている。 
 原子力市民委員会では、今回のパブリックコメントに対しても、技術的な観点から、数多くの問

題点があることを指摘し、公表してきた。この間、事業者のみならず、原子力規制委員会を含む政

府側は、2011 年の東京電力福島第一原発事故など無かったかのように、原発の問題性を軽視し、

再稼働および老朽化原発の運転延長をすすめようとしている。 
 私たちは、東海第二原発の再稼働・運転延長について、以下の４つの観点から、あらためて具体

的な問題点を指摘する。これらの論点から当然に導かれる結論として、東海第二原発に運転延長・

再稼働の必要性はなく、直ちに廃止するべきである。 
 
１．東海第二原発の技術的な危険性 
 （１）福島第一原発事故には未解明の点が多く、教訓が反映されていない 
 （２）東海第二原発は被災原発であり老朽化している 
 （３）耐震性が脆弱である 
 （４）溶融燃料の水蒸気爆発が考慮されていない 
 （５）ブローアウトパネルからの放射能放出が防げない 
 （６）火山噴火時の降下物量の評価が過小である 
 （７）可燃性ケーブルの交換がなされていない 
 （８）緊急時対策所は免震構造にすべきである 
 
２．日本原電の経理的基礎に関わる問題点 
 （１）追加安全対策工事の投資採算性が欠如している 
 （２）日本原電は、実質的に債務超過の疑いがある 
 （３）東京電力による日本原電支援は説明がつかない 
 （４）日本原電の存続自体が電力市場をゆがめている 
 
３．東海第二原発の過酷事故を想定した防災・避難の困難性 
 （１）30km 圏内 96 万人の実効性のある防災・避難対策は不可能である 
   ①複合災害への対応／②要支援者の避難／③避難に要する時間／ 
   ④スクリーニングに伴う困難／⑤安定ヨウ素剤の配付／⑥避難先の受け入れ可能性 
 （２）実際の影響範囲はさらに広域として考えるべきである 
 
４．これらの問題性を越えるだけの電力供給上の必要性があるのか 



トリチウム汚染水問題について 
 

原子力市民委員会事務局 
 
■ 経済産業省小委員会による説明・公聴会について 

 
・多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会による「説明・公聴会」の開催 

2018 年 8 月 30 日（木）富岡町 
      8 月 31 日（金）郡山市・東京都  （次ページ参照） 
 
■ 原子力市民委員会の関連する主な取り組み 

 
2013 年 8 月 28 日  「事故収束と汚染水対策の取り組み体制についての緊急提言」発表 
2013 年 9 月 24 日  日本外国特派員協会にて記者会見『The Ongoing Fukushima Daiichi Crisis』開催 
2015 年 6 月 8 日  特別レポート 1 『100 年以上隔離保管後の「後始末」』発表 
2017 年 11 月 11 日  特別レポート 1 『100 年以上隔離保管後の「後始末」』2017 改訂版発表 
2018 年 3 月 6 日   「福島原発事故に関する現状認識と提言」、『100 年以上隔離保管後の「後始末」 

改訂版 2017 年』ほかを福島県に提出 
2018 年 6 月 6 日 声明「トリチウム水は大型タンクに 100 年以上保管せよ」ほかを発表、福島県に 

提出・意見交換。「トリチウム水海洋放出に関する意見交換会」（福島市）を開催 
2018 年 7 月 29 日 『第４回「原発と人権」全国研究・市民交流集会 in ふくしま』にて分科会「福島

第一原発の後始末と脱原子力社会への転換」を開催 
 
■ 経済産業省・原子力規制委員会・東京電力の主な動き 
 
2016 年 6 月 3 日 「トリチウム水タスクフォース報告書」発表。「地層注入、海洋放出、水蒸気放出、

水素放出、地下埋設」についての「技術的な評価」 
2016 年 11 月 11 日 第１回「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」開催。「風評被害な

ど社会的な観点等も含めて、総合的な検討を行う」 
2017 年 12 月～2018 年 1 月 更田豊志原子力規制委員長が双葉郡、いわき市、南相馬市などの計十三

市町村の首長と会談、「希釈して海洋放出する以外の選択肢はない」「年内にも結論

を出すべき」と発言 
2018 年 7 月 13 日  第９回「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」で公聴会開催を決定 
 
  



 
「多核種除去設備等処理水の取扱いに係る説明・公聴会の開催について」 

（ 多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会事務局） 

より抜粋 

 東京電力福島第一原子力発電所では、原子炉建屋から使用済燃料や溶けて固まった燃料（燃料デブリ）を取り出

すことなどにより、事故を起こしてしまった発電所のリスクを継続的かつ速やかに下げていく、「廃炉」作業が進めら

れています。 

 廃炉を進める一方で、地下水等が原子炉建屋内に流れ込み、燃料デブリの冷却に用いた水に触れることにより、

日々、汚染水が発生しています。こうして発生した汚染水は、建屋からくみ上げ、多核種除去設備(ALPS)等により

浄化処理し、取り除くことのできないトリチウムを含んだ ALPS 処理水として現在はタンクに貯蔵していますが、タン

クを建設するために適した用地は限界を迎えつつあります。また、燃料デブリや使用済燃料の取り出しなどを行うこ

とにより、汚染水発生も完全に抑えられるようになり、廃炉が進捗します。こうした作業を進めるためにも、高台も含

めた敷地内に、安定した一定規模の土地を確保する必要があり、ALPS 処理水の処分を同時並行的に検討していく

ことが必要です。 

 ALPS 処理水の処分については、トリチウム水タスクフォースで、５つの処分方法について、生活圏への科学的な

影響が出ないことを前提として、技術的な検討を行いましたが、科学的な安全性を確認するだけではなく、社会的影

響も含めた処分方法等の検討が必要とされ、現在、多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会で、技術

的観点に加え、風評被害等の社会的影響も含めて、総合的な検討を行っています。 

当小委員会では、これまで、風評被害のメカニズム、風評被害の実態、国・県等による風評被害対策等について

ヒアリングを実施してきましたが、風評被害の問題については、福島県内で完結するものではなく、広く国民の皆様

がこの問題をどう認識し、どのような懸念をお持ちかなどをお聴きした上で、今後の検討を進めていくことが必要と

考えています。 

 そこで、国民の皆様のご意見をお聴きし、小委員会での検討を深めるため、以下のとおり、説明・公聴会を開催す

るとともに、広く意見募集を行うこととしましたのでお知らせします。 

１．説明・公聴会の開催日時及び会場等 

 ≪富岡会場≫ 

・日時：平成 30 年 8 月 30 日（木）10 時 00 分～12 時 30 分 

・会場：富岡町文化交流センター学びの森（福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚 622−1） 

  

≪郡山会場≫ 

・日時：平成 30 年 8 月 31 日（金）9 時 30 分～12 時 00 分 

・会場：郡山商工会議所（福島県郡山市清水台 1-3-8） 

  

≪東京会場≫ 

・日時：平成 30 年 8 月 31 日（金）15 時 30 分～18 時 00 分 

・会場：イイノホール（東京都千代田区内幸町 2-1-1） 

  

※３会場いずれも当日はインターネットにて生中継を予定しています。  

（インターネット中継を行う URL については、開催日までに本ページ内にてお知らせする予定です。） 

※意見表明者は、会場毎に、個人・団体の合計で 10～15 名程度を予定しています。 

※３会場いずれも公開としますが、会場の都合上、傍聴席に限りがありますので、必ず事前の登録をお願

いします。  

 ２．意見の募集にあたって 

・会場での意見表明者を募集することに加え、書面での意見募集も行います。 

  



地元漁業関係者の声（いわき『日々の新聞』より） 

 

 

 
『日々の新聞』2018 年 7 月 15 日号より。 

 

野﨑哲さんは福島県漁業協同組合連合会代表理事会長、新妻竹彦さんは福島県いわき市の漁師。 

そのほか、地元漁業関係者の声として「（トリチウム水の海洋放出について）国や東電は大丈夫だ

って言っているんだから、タンカーにでも積んで東京湾に流せばいいんだよ」「大丈夫です。安全

です、って説明があったけど本当なのかねぇ。いくら薄めて流してもトリチウム本体は残る。何で

も ND、ND は信じがたいし、まだ早い。海洋放出は賠償問題で天秤にかけられるのかもしれない。

いろいろ狭められちゃうね」といった声が紹介されている。 



 

2018 年 6 月 6 日 
 

声明「トリチウム水は大型タンクに 100 年以上保管せよ」 
 

原子力市民委員会 
 
１．最近の動き 

福島第一原発事故サイトでは、燃料デブリの冷却水と原子炉建屋およびタービン建屋内に流入

した地下水が混ざり合い、大量の汚染水が発生している。これらは、放射性物質除去装置にかけ

た上で汚染水タンクに「処理水」として貯蔵しているが、除去できないトリチウムを含んでいる。

貯蔵されている「処理水」は過去７年間に総量 100 万㎥を超え、敷地内に 1,000 ㎥のタンクが林

立している。その結果、タンクを増設する用地はあと３年弱でなくなる見込みだという1。そこ

で、当事者たちは、海洋放出の環境づくりに奔走しだしたと報じられている。 
この問題は、早い段階から認識されており、政府（経済産業省 資源エネルギー庁）の「汚染

水処理対策委員会」の下に「トリチウム水タスクフォース」が設置され、2016 年 6 月に「トリ

チウム水タスクフォース報告書」が発表された2。 
2017 年末に、原子力規制委員会の更田豊志委員長は、福島県内の自治体との意見交換会にお

いて、処理済み水の海洋放出に科学的問題はないとした上で、東電が年内にも処分方法を決断す

べきだとの考えを発信していた3。さらに同委員長は、1 月 17 日の定例記者会見で、放出判断の

先送りが続く場合、「福島第一の廃炉は暗礁に乗り上げる」と懸念を示した4。 
朝日新聞社と福島放送が、福島県民を対象に、去る 2 月 24、25 日に電話で世論調査を行った

結果、福島第一構内のタンクにためてある「処理水を薄めて海へ流すことへの賛否を聞くと、反

対が 67％で、賛成 19％を上回った」5。 
 
２．毒性に関する諸論 

トリチウムの人体に及ぼす影響については、それが細胞レベルの内部被ばくであり、他の放射

性物質による被ばくと同時に起こることが多いために、疫学調査において十分な知見が確立され

ていない。海洋放出の際の告示濃度限度は 60,000 Bq/L となっているが6、これは、安全性が検

証された数値とはいいがたい。飲料水の規制基準値も規制機関によって大きな違いがあり、WHO
は 10,000 Bq/L、カナダ政府は 7,000 Bq/L（Ontario Drinking Water Advisory Council の勧告

は 20 Bq/L）7、EU は 100 Bq/L となっている8。 
                             
1 「汚染処理水 迫る決断の時」『日本経済新聞』2018 年 2 月 23 日 
2 「トリチウム水タスクフォース報告書」2016 年 6 月 
 http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/tritium_tusk/pdf/160603_01.pdf 
 解説版は「トリチウム水タスクフォース報告書について」2016 年 11 月 11 日 など 
 http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/takakusyu/pdf/001_03_00.pdf 
3 「放出など処理水対策を 東電に対応促す」『電気新聞』2018 年 1 月 16 日 
4 「福島第一処理水放出の判断必要」『電気新聞』2018 年 1 月 18 日 
5 「放射性物質に不安、66％『感じる』 福島県民世論調査」『朝日新聞』2018 年 3 月 3 日 
6 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」経済産業省告示 第

187 号 2001 年 3 月 21 日。「別表第 2」にトリチウム水の濃度限度 60Bq/cm3（つまり、60,000Bq/ L）とある。 
7 “Report and Advice on the Ontario Drinking Water Quality Standard for Tritium”, May 21, 2009 
8 Canadian Nuclear Safety Commission, “Tritium in Drinking Water”, August 20, 2009 
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３．トリチウム水の取り扱いに係る選択肢と評価 

上記「トリチウム水タスクフォース報告書」は、大別して５種類の処分方法を挙げ、それぞれ

の概念設計と概算見積を記載している。しかし、いずれも良策とはいいがたい。 
 原子力市民委員会は昨年 12 月に、特別レポート 1「100 年以上隔離保管後の『後始末』」（改

訂版 2017）を発行した9。その中で、トリチウム汚染水については、現在有害性に関して諸説あ

る中で海洋放出を強行するのではなく、十分な検証を尽くすまで恒久的なタンクの中に保管する

ことを提案した。 
具体的には、国家石油備蓄基地で使用している 10 万トン級の大型タンクを 10 基建設して、そ

の中に 123 年間保管すれば、トリチウムの半減期は 12.3 年であるから、タンク内のトリチウム

総量は現在の 1/1,000 に確実に減衰する。この値は、福島第一原発事故発生以前の８年間に、同

原発のサイト全体から海洋放出されていた年間最小値を下回る。そのような保管を行って十分に

減衰するのを待つことを提案した。20 年に一度程度の開放点検を行うために、１基余分に建設

するとして、建設単価を約 30 億円/基とすれば 11 基では約 330 億円となり、凍土壁のコスト 345
億円と大差ない金額となる。なお、タンクの事故に備えて周囲に防液堤を設けるなどの設計仕様

は、すでに国家備蓄基地において実績ある手法が適用できる。放射線減衰割合をさらに必要とす

る場合は、寿命が来た時にさらに同様仕様の保管タンクを設ければ、その後の 123 年間のタンク

保管でさらに 1/1,000 のオーダーの放射線減衰が期待できる。 
地震に対する安全性については、現在、実用化されている方法と同様に防液堤を設けて、万一

の漏出に備えることが現実的である。建設場所に関しては、福島第一発電所の 7・8 号機建設予

定地を利用することが可能と考える。また、大型タンクは敷地面積に対する容積効率が、既設の

1,000 トン容量のタンクに比べてはるかに高いので、既設タンクの解体と新設タンクの建設を交

互に進めれば、既設タンクのエリア内で置き換えることも可能と考える。 
 

４．まとめ 
トリチウム水の毒性については、すべてのことが解明されているわけではない。毒性のあるも

のは自然界に拡散させるのではなく、集中管理し、極力、無毒化した後に自然界に放出するとい

うのが、長年にわたる公害問題において学びとってきた原則である。上述の原子力市民委員会の

提案は、技術的にも経済的にも既存の工業レベルで実績があり、もっとも安定的な方法である。 
 冒頭で述べたように、地元福島県の世論調査で 67％が海洋放出に反対している現状において、

原発事故の責任を負うべき政府と東京電力が一方的な判断を下して、海洋放出を行うことは道義

的にも許されないことである。 
以 上 

 
本件についての問い合わせ先：原子力市民委員会 
〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町 4-15 新井ビル 3 階（高木仁三郎市民科学基金内） 
TEL/FAX: 03-3358-7064  E-MAIL: email@ccnejapan.com  URL: www.ccnejapan.com 

                                                                                        
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/health/tritium/tritium-in-drinking-water.cfm 

9 2017 年 11 月 11 日発行、p.7  http://www.ccnejapan.com/?p=7900 
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2018 年 6 月 6 日 
 

福島第一原発構内のトリチウム水海洋放出問題 論点整理 
 

原子力市民委員会 
原子力規制部会長 筒井 哲郎 

１．最近の動き 
福島第一原発事故サイトでは、燃料デブリの冷却水と原子炉建屋およびタービン建屋内に流

入した地下水が混ざり合って大量の汚染水を発生している。これらは放射性物質除去装置にか

けて汚染水タンクに「処理水」として貯蔵しているが、除去できないトリチウムを含んでいる。

貯蔵されている「処理水」は過去７年間に総量 100 万㎥を超え1、敷地内に 1,000 ㎥のタンクが

林立している。その結果、タンクを増設する用地はあと３年弱でなくなる見込みだという2。そ

こで、当事者たちは、海洋放出の環境づくりに奔走しだしたようである。 
一方この問題は、早い段階から認識されており、政府（経済産業省 資源エネルギー庁）の「汚

染水処理対策委員会」の下に「トリチウム水タスクフォース」が設置され、2016 年 6 月に「ト

リチウム水タスクフォース報告書」が発表された3。 
2017 年末に、原子力規制委員会の更田委員長が福島県内の自治体との意見交換会において、

処理済み水の海洋放出に科学的問題はないとした上で、東電が年内にも処分方法を決断すべき

だとの考えを発信していた4。さらに同委員長は、1 月 17 日の定例記者会見で、放出判断の先

送りが続く場合、「福島第一の廃炉は暗礁に乗り上げる」と懸念を示した5。 
朝日新聞社と福島放送が、福島県民を対象に、去る 2 月 24、25 日に電話で世論調査を行っ

た結果、福島第一構内のタンクにためてある「処理水を薄めて海へ流すことへの賛否を聞くと、

反対が 67％で、賛成 19％を上回った」6。 
 
２．決定責任者は誰か 

 もともと、福島第一原発の事故炉の後始末に関する業務方針を決定する責任者は、組織上明

快に決定されていない。廃炉・汚染水対策関係閣僚等会議、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、

原子力規制委員会などが東京電力福島第一廃炉推進カンパニーに指示と経済的支援を行うよう

な組織構成になっているが、屋上屋を重ねるようでわかりにくい7。 
                             
1 2018 年 4 月時点で 111 万㎥。東京電力ウェブサイト「汚染水の浄化処理」 

http://www.tepco.co.jp/decommision/planaction/alps/index-j.html 
2 「汚染処理水 迫る決断の時」『日本経済新聞』2018 年 2 月 23 日 
3 「トリチウム水タスクフォース報告書」2016 年 6 月 
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/tritium_tusk/pdf/160603_01.pdf 
解説版は「トリチウム水タスクフォース報告書について」2016 年 11 月 11 日など 
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/osensuitaisaku/committtee/takakusyu/pdf/001_03_00.pdf 

4 「放出など処理水対策を 東電に対応促す」『電気新聞』2018 年 1 月 16 日 
5 「福島第一処理水放出の判断必要」『電気新聞』2018 年 1 月 18 日 
6 「放射性物質に不安、66％「感じる」 福島県民世論調査」『朝日新聞』2018 年 3 月 3 日 
7 『原発ゼロ社会への道 2017 ― 脱原子力政策の実現のために』p.97 
筒井哲郎「“国が前面に出て”遅らせる：汚染水処理に立ちはだかる乱立組織」『科学』Vol.83 No.11 (2013) p.1203 
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 案の定、昨年 7 月には、東電の川村隆会長と原子力規制委員会の田中俊一前委員長との間に

大人気ない鞘当てのような口論が報じられた8。両者ともアドバルーンのような発言はするが、

決定責任は回避するという意図のように見え、納税者の立場からすれば、責任者を明示するこ

とを要求したい。それがなければ、そもそも真面目な議論の場が形成されない。 
東京電力福島第一廃炉推進カンパニーの最高責任者の増田尚宏 CDO が今年３月に、日本経

済新聞社のインタビューに応えて、「トリチウムに害がないことは共通認識になってきた。（処

分方法について）地元との対話を始めたい」と話したことが報じられている9。「増田氏は『（海

洋放出は）一つの選択肢』とした上で『政府の決定に沿って、我々が責任を持って実現させる』

と改めて強調した」とのことである。この記事の書きぶりからすると、方針決定責任者は政府

だと認識しているようである。昨夏に東電の川村会長と田中前委員長が、相互に相手が決定す

るべきだと論じていたのを、最近も増田 CDO と更田委員長の間で繰り返している。 
 
３．毒性に関する諸論 
（１） トリチウムのリスク評価を難しくしている要因 

 トリチウム水の海洋放出で問題となるのは生態系への濃縮とそれを飲食した場合の一般市民

への内部被ばくである。しかしながら、以下の理由によって、現時点で利用可能なデータがほ

とんどないとされている。 
・疫学調査では、対象者が他の核種を同時に摂取していることが多く、トリチウム単独の影響

を調べるのが難しい。 
・代替手段としてマウス等の動物を用いた実験が行われてきたが、そのほとんどが高線量被ば

くによる研究である10。 
・トリチウムについては、生体影響の程度を明確に説明するデータはない。 

 
（２） 人体への影響を懸念する必要はないとする見解 

規制基準濃度で希釈放出すればよいという説は下記の通りである。 
なお、海洋放出の際の告示濃度限度は 60,000 Bq/L であり、政府や事業者は当然この条件で

希釈放出することを前提にしている。 
 

a. 厚生労働省11 
・海水中に水として存在することから、人体や魚介類等の生物に摂取されても速やかに排出

され、蓄積はないとされています。 
・トリチウムの生体に与える影響は、食品中の放射性物質の基準として設定されている放射

性セシウムより極めて小さく約 1,000 分の 1 となります。 

                             
8 「東電会長『処理水、海洋放出の判断している』」『日本経済新聞』2017 年 7 月 19 日 
 「東電会長発言で波紋 処理水の放出巡り 漁業者・規制委反発」『日本経済新聞』2017 年 7 月 21 日 
9 「処理水放出『地元と対話』」『日本経済新聞』2018 年 3 月 5 日 
10 馬田敏幸・笹谷めぐみ・立花章「トリチウムの生体影響評価」Journal of Plasma and Fusion Research, Vol.88, 

No.3 March 2012 
11「よくある質問」厚生労働省ホームページ 
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・これまで東京電力福島第一発電所周辺海域で行われている海水の測定結果を見る限り、市

場に流通している水産物について、トリチウムの影響を懸念する必要はありません。 
 

b. 久松俊一（環境科学技術研究所・環境影響研究部長）12 
（海へのトリチウムの放出について）各国でもこれまで大きな健康被害があったという報告

はない。 
 

c. 日本原燃13 
年 1 万 8 千テラベクレルを海洋放出し地元の漁業関係者が毎日漁に出て海産物を食べ、さ

らに放出口付近に１年間居続けたとしても被ばく線量は年 0.022mSv、国内で自然界から浴

びる年１mSv を下回る。 
 

（３） 人体への影響を懸念する意見 
a. 上澤千尋14 

体内摂取による内部被ばくが懸念される。トリチウム水として人体に取り込まれた場合、

その一部が細胞核の中まで入り込んで、DNA（遺伝子）を構成する水素と置きかわる可能性

がある。その場合には、トリチウムが放出するエネルギーが低く飛ぶ距離が短いベータ線が

遺伝子を傷つけるのに非常に効果的に作用し、ガンマ線よりも危険性が高いとみるべきでは

ないかと指摘する研究もある。有機トリチウムとしてふるまう場合にはもっと重大だと考え

られている。トリチウムが有機化合物の中に入った形になると、人体にも吸収されやすく、

細胞核の中にも入り込みやすくなり、長期間にわたりとどまると考えられる。 
 

b. 馬田敏幸（産業医科大学・アイソトープ研究センター）15 
トリチウムの被曝の形態は、低線量・低線量率の内部被ばくが想定されるが、経口・吸入・

皮膚吸収により体内に取り込まれたトリチウム水は、全身均一に分布することから影響は小

さくないと考えられる。さらに有機結合型トリチウムは生体構成分子として体内に蓄積され、

長期被ばくを生じるので、トリチウムの化学形の考慮は重要となる。 
 

c. 小若順一（『食品と暮らしの安全』編集長）16 
トリチウムが細胞に取り込まれ、さらに核の中に入るとDNAまでの距離が近くなるので、

ここからは、放射性セシウムや放射性ストロンチウムと同じように DNA を攻撃するように

なります。（放射線を出すとトリチウムはヘリウムに変わり）ヘリウムに変わった部分の DNA
は壊れて、遺伝子が「故障」することになります。この故障がリスクに加わるので、トリチ

                             
12 「汚染水から放射性物質を除去」『産経新聞』2013 年 9 月 23 日 
13 「トリチウム除去難しく」『日本経済新聞』2013 年 9 月 8 日 
14 上澤千尋「福島第一原発のトリチウム汚染水」『科学』Vol.83 No.5 (2013) p.505 
15 「トリチウムの生体影響評価」『産業医科大学雑誌』Vol.31 No.1 (2017) p.25 
16 「トリチウム（三重水素）浄化水も放出するな 水蒸気も怖い！」『食品と暮らしの安全』No.275  2012 年 3
月 1 日、p.5 
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ウムはがん発生率が高くなるのです。 
 
（４） トリチウムの摂取基準17 

飲料水の放射性物質に関する基準値は日本では見当たらない。しかし、規定していないため

に結果として排出基準の 60,000 Bq/L が飲料水の基準になっているという指摘がある18。世界

的には規制機関によって大きな幅があり、WHO は 10,000 Bq/L、カナダは 7,000 Bq/L (Ontario 
Drinking Water Advisory Council の勧告は 20 Bq/L) 19、アメリカ合衆国は 740 Bq/L、EU は

100 Bq/L となっている。 
 

４．国内外における取り扱いの事例20 
前節で記載のように、定説が得られておらず、各国は下記のように慎重な姿勢を取っている。 
 

（１） スリーマイル島原発事故の事例  
スリーマイル島原発事故においては、約 2.43×1013Bq のトリチウム（約 8,700 ㎥）を大気中

への水蒸気放出によって処分した。 
 

（２） フランスにおける事例 
ラ・アーグ再処理工場におけるトリチウムの年間放出量は、液体で約 1.2×1016Bq、気体で

約 7.0×1013Bq である。国内で有機物のトリチウムを評価する必要性が指摘されたため、ASN
（原子力安全局）は、2010 年に「トリチウム白書」と呼ばれる報告書を作成した。その後も事

業者は定期的にレポートを作成・報告している。 
 
（３） イギリスにおける事例 

カラム核融合エネルギーセンターに設置された重水素とトリチウムを燃料とする EU の核融

合実験炉（JET）では、高濃度のトリチウムを含む冷却水等から、電気分解、深冷分離等によ

りトリチウムを回収する施設を構築している。 
 

５．トリチウム水の取り扱いに係る選択肢と評価 
（１） トリチウム水タスクフォース報告書 

上記の「タスクフォース報告書」は、大別して次の５種類の処分方法を挙げ、それぞれの概

念設計と概算見積を記載している。もっとも厳しい条件は、原水濃度 420 万 Bq/L、処分速度

400 ㎥/日、原水量 80 万㎥である（100 万㎥の場合と比較するときはおおむね 25％増しで評価

する）。 
－地層注入：（希釈後注入ケース） 

                             
17 Canadian Nuclear Safety Commission, “Tritium in Drinking Water”, August 20, 2009 
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/health/tritium/tritium-in-drinking-water.cfm 

18 澤井正子「福島第一原子力発電所の現状」『労働者住民医療』2018 年 2 月号、p.11 
19 “Report and Advice on the Ontario Drinking Water Quality Standard for Tritium”, May 21, 2009 
20 前掲「トリチウム水タスクフォース報告書」p.6 
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注入のみの費用は注入井の調査個所を 20 ヶ所程度とすると約 6,200 億円であるが、長期

モニタリングコストが不明（新規開発が必要） 
－海洋放出：（希釈後海洋放出ケース） 
 約 34 億円 
－水蒸気放出：（前処理なし水蒸気放出） 
 約 349 億円 
－水素放出：（前処理なし水素放出） 
 約 1,000 億円 
－地下埋設：（前処理なし深地地下埋設） 
 約 2,533 億円 

 
（２） 日本経済研究センターの報告書 

公益社団法人日本経済研究センターは、「事故処理費用は 50 兆～70 兆円になる恐れ」という

報告書を発表した21。 
この報告書の中で、トリチウム水の処理費用について、二つの試算を提示している。 
－貯留分のトリチウム水を単価 2,000 万円/㎥で処理するとして、20 兆円。仕様は記載なし。 
－すべて海洋放出した場合、作業費用は小さいので計上せず、40 年分の風評被害の補償費を

3,000 億円計上する。補償額の計算は、1,500 人の福島漁連関係者に年間 1,000 万円から始

まり 40 年目にはゼロとなるという前提で試算したもの。 
 

（３） 原子力市民委員会の報告書 
筆者ら、原子力市民委員会は、特別レポート 1「100 年以上隔離保管後の『後始末』」（改訂

版 2017）を発行した22。 
そこで提案したことは、現在有害性に関して諸説ある中で海洋放出を強行するのではなく、

十分な検証を尽くすまで恒久的なタンクの中に保管することを提案するものである。 
具体的には、現在国家石油備蓄基地で使用している 10 万トン級の大型タンクを 10 基建設し

て、その中に 123 年間保管すれば、トリチウムの放射線量は 1/1,000 に減衰することが見込ま

れる。そのような保管を行って十分に減衰するのを待つことを提案した。20 年に一度程度の開

放点検を行うために、１基余分に建設するとして、建設単価を約 30 億円/基とすれば 11 基では

約 330 億円となり、凍土壁のコスト 345 億円と大差ない金額となる。なお、タンクの事故に備

えて周囲に防液堤を設けるなどの設計仕様は、すでに国家備蓄基地において実績ある手法が適

用できる。放射線減衰割合をさらに必要とする場合は、寿命が来た時にさらに同様仕様の保管

タンクを設ければ、その後の 123 年間のタンク保管で新たに 1/1,000 のオーダーの放射線減衰

が期待できる。 
では、現在の保管中のトリチウム量を 123 年間保管した場合、福島第一原発の正常運転時の

トリチウム放出量と比べてどの程度の比率になるかを検討してみる。 
                             
21 「エネルギー・環境選択の未来・番外編 福島第一原発事故の国民負担」2017 年 3 月 7 日 
22 2017 年 11 月 11 日発行、p.7 http://www.ccnejapan.com/?p=7900 
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a. タンク内トリチウムの累積量 

2016 年 3 月 24 日現在のタンク貯留水に含まれるトリチウムの累積量は約 7.6E+14Bq
である23。これが、1/1,000 になると、約 7.6E+11Bq となる。 

 
b. 事故発生以前の年間海洋放出量24 

事故発生以前の 2002～2009 年度の期間に同原発 1～6 号機（全機）から放出された年間

海洋放出量（実績）は、7.8E+11～2.6E+12Bq で、年間平均値は 1.5E+12Bq である。 
 

以上の結果から、2002～2009 年度の期間における海洋放出量の年間最小実績値を下回るこ

とが期待できる。 
地震に対する安全性については、現在実用化されていると同様に防液堤を設けて、万一の漏

出に備えることが現実的である。建設場所に関しては、福島第一発電所の 7・8 号機建設予定地

を利用することが可能と考える。また、大型タンクは敷地面積に対する容積効率が、既設の 1,000
トン容量のタンクに比べてはるかに高いので、既設タンクの解体と新設タンクの建設を交互に

進めれば、既設タンクのエリア内で置き換えることも可能と考える。 
また、現在「トリチウム水」といわれているものは、一応他の核種の放射能を除去する水処

理設備を通過しているが、100％完全に除去できているかどうかについては筆者らには知見がな

い。そういう点にも不確定要素があるならば、他の核種についても減衰を期することは無駄で

はない。 
 
６．結論 

放射性物質の毒性については、すべてのことが解明されているわけではない。トリチウムの

害についても同様である。毒性のあるものは自然界に拡散させるのではなく、集中管理して無

毒化した後に自然界に放出するというのが、長年にわたる公害問題において学びとってきた原

則である。前項（３）で述べた原子力市民委員会の提案は、技術的にも経済的にも既存の工業

レベルで実績があり、もっとも安定的な方法である。 
冒頭で述べたように、地元福島県の世論調査で 67％が海洋放出に反対している現状において、

原発事故の責任を負うべき政府と東京電力の判断に基づいて、一方的に放出の判断を下すこと

は道義的にも許されないことである。 
以上 

                             
23 前掲「トリチウム水タスクフォース報告書」p.5 
24 「原子力施設運転管理年報」平成 24 年版、原子力安全基盤機構、p.608 
http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/pdf/genpatu/jnes_24.pdf 



2018 年 8 月 9 日 

原子力市民委員会 今後の意見交換会・講演等のご案内 

原子力市民委員会事務局 

 

原子力市民委員会では『原発ゼロ社会への道 2017 ―― 脱原子力政策の実現のために』の発行

（2017 年 12 月 25 日）を受けた公論形成活動の一環として、今年度は各地で意見交換会等を開催いた

します。各地での開催をご検討の際には、事務局までお気軽に問い合わせください。 

 

 福島県外の放射能汚染に関する意見交換会 

日時：2018 年 8 月 30 日（木）13 時 30 分〜16 時 00 分 

場所：茨城大学水戸キャンパス内 

主催：原子力市民委員会 

 共催：茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター 

    宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター福島原発震災に関する研究フォーラム 

 協力：茨城県内への避難者・支援者ネットワーク ふうあいねっと 

 

 公開講演会（シリーズ第 12 回学習研究会）：（仮）「原発ゼロ社会を創造するために」 

日時：2018 年 10 月 13 日(土) 13 時 30 分～16 時 50 分 

会場：プラザ おでって ３階 大会議室 

講師：満田 夏花（みつた かんな) さん （原子力市民委員会 座長代理） 

主催：原発からの早期撤退を求める岩手県学識者の会（略称：原発ゼロ岩手学識者の会） 

 

 以下のイベントの詳細は、チラシを参照ください 

・8/26「わたしたちが歩む 原発ゼロへの３つの道」満田夏花さん講演 

主催：さよなら原発 1000 万人アクション in 岡山実行委員会  

・9/29「原発ゼロ社会への道」 第２回 除本理史さん講演会 

・10/6「原発ゼロ社会への道」 第３回 大島堅一さん講演会 

共催：未来につなげる・東海ネット、原子力市民委員会 



原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟 理事
三上　元 元静岡県湖西市長

原発ゼロ社会への道2017－脱原子力政策の実現のために

原発ゼロ・自然エネルギー基本法案

原子力市民委員会 座長代理
満田夏花 FoEJapan 理事

原発ゼロ基本法案（野党4党共同提出）
立憲民主党 エネルギー調査会 会長代理
高井たかし 衆議院議員

さよなら原発1000万人アクション in 岡山実行委員会副代表
原田素代

コーディネーター

主催：さよなら原発1000万人アクション in岡山実行委員会
● 自動車　JR岡山駅西口より約3.6ｋｍ
山陽自動車道 岡山インターより約2ｋｍ

● バ　ス　JR岡山駅東口バスターミナル
⑦番乗り場→明誠学園前下車徒歩２分

岡山駅
岡山県
総合グラウンド

岡山大学
労働福祉
事業会館

[ 問い合わせ先 ]
電話 086-214-3093 ／ 090-2299-7062（事務局：西江）

in岡山実行委員会  シンポジウム

８ 26 14:00
-16:30

2018年

労働福祉事業会館５F
岡山市北区津島西坂 1-4-18

日
入場
無料

原発ゼロへの３つの道

パネリスト

わたしたちが歩む

原発ゼロへの道、当たり前で皆が望んでいる道、それなのになぜか遠くて見えにくい。
どうしたらいいか、今３通りの「原発ゼロへの道」が提案されています。それぞれの提案に
ついて道案内をしてもらい、相互に理解を深め、互いに協力していくためのシンポジウムです。



パネリスト
満田夏花（みつた・かんな）
国際環境 NGO FoE Japan 事務局長、原子力市民委員会座長代理。2011年 3月11日以降、
原発事故被害者の権利の確立や生活再建、脱原発をめぐる政策提言などに取り組んでいる。「グ
ローバル CSR 調達―サプライチェーンマネジメントと企業の社会的責任」（共著、日科技連出
版社、2006）、「福島と生きる : 国際NGOと市民運動の新たな挑戦」（共著、新評論、2012）「「原
発事故子ども・被災者支援法」と「避難の権利」」（共著、合同出版、2014）など。

原発ゼロへの３つの道
わたしたちが歩む

原子力市民委員会
原子力市民委員会は、福島原発事故の現実をふまえ、原発ゼロ社会を実現するための具体的で現実的な政策提言および「公論形成」
を目的とする市民シンクタンクとして、2013 年 4 月に発足した。原子力市民委員会は、具体的な政策提案のレポートとして、発
足から１年後の 2014 年 4 月に『原発ゼロ社会への道－－市民がつくる脱原子力政策大綱』を発表した。その後の経過をふまえ、
さらに内容を発展させたものとして2017年 12月に発行されたのが『原発ゼロ社会への道2017－－脱原子力政策の実現のため
に』である。

三上　元（みかみ・はじめ）
1945 年 ( 昭和 20 年 ) 新所村日之岡 ( 現：湖西市 ) に生まれる。西友ストアー、船井総合研
究所取締役を経て、企業福祉共催連合会、( 株 ) 英語村、浜名湖義塾、プチホテル、ペロはまな
こを設立。2004 年 12 月湖西市長に初当選。「浜岡原発の廃炉を求める」訴訟の原告団に、
自治体首長の立場から参加。2011 年 05 月 24 日浜名湖西岸の湖西市長より、脱原発のメッ
セージ！を発表。2016年 12月湖西市長を3期勤め、任期満了により退任。

高井たかし（たかい・たかし）
2014 年 : 民進党のエネルギー環境調査会副会長として、現実的な政策提言を行うとともに、
エネルギー利用の効率化と再生可能エネルギーの普及拡大により、「2030 年代原発ゼロ」に
向けて取り組む。2017 年 : 立憲民主党のエネルギー調査会会長代理として民進党時代から準
備を進めてきた原発 0 基本法案の策定。2018 年 : 野党４党（立憲・共産・社民・自由）にて
原発0基本法案を国会に共同提出。

原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟
東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故を通じて、私たち国民は、原発が人類にとって非常に危険であることを
学び、事故から 6 年以上が経過した今もなお、全国各地で脱原発や自然エネルギー推進に向けた活動が熱心に行われておりますが、
こうした活動の多くは、孤立・独立しており、相互の連携が図れていないのが現状です。

こうした中で、今後、より一層、脱原発や自然エネルギーの推進に向けた国民運動を展開していく上では、全国各地で取組んでい
る活動が一致団結し、お互いに連携協力していくことが重要であると考え、今回、思想や信条を問わず、原発ゼロと自然エネルギー
推進を志すすべての個人や団体が集結した「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」が創設されることとなりました。

パネリスト団体概要






